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会  議  記  録  

会 議 名称 第 ４０ 回 杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

日 時  平成２２年１月２０日（水）午後２時～午後３時０７分 

場 所  区役所 中棟５階 第３委員会室 

委 員 名 

丸田会長、青山委員、石川委員、馬奈木委員、岸委員、山室委員、木村委員、

櫻田委員、田中委員、松木委員、内藤委員、境原委員、井上委員、小池委員 

 

（１４名）
出 

席 

者 

区 側 

環境清掃部長、環境課長、清掃管理課長、環境都市推進担当課長、 

都市計画課長、杉並清掃事務所長、建築課長、方南支所担当課長、 

みどり公園課長 

 

傍聴者数  １名 

事 前 

 第３９回杉並区環境清掃審議会会議録（案） 

 京王線の連続立体交差化・複々線化および関連側道計画等について 

 平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類の測定結果につ

いて 

 一定規模以上の開発等に係る報告（緑化） 

 

配 

付 

資 

料 

等 当 日 

 席次表 

 第４０回杉並区環境清掃審議会 次第 

 杉並清掃工場立替事業に係る環境影響評価調査計画書に対する提出意見につ

いて 

 ～環境先進都市をめざして～杉並区環境マネジメントシステム（ISO14001）

実施状況報告書（概要版） 

 

会 

議 

次 

第 

 第４０回杉並区環境清掃審議会 

 １ 会長あいさつ 

 ２ 第３９回会議録（案）の確認 

 ３ 議題 

   報告事項 

  （１）京王線の連続立体交差化・複々線化および関連側道計画等について

  （２）平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類の測定

結果について 

  （３）一定規模以上の開発等に係る報告（緑化） 

 ４ その他 

 ５ 次回開催予定（確認） 
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会
議
の
内
容 

お
よ
び 

主
要
な
発
言 

第４０回杉並区環境清掃審議会 

 １ 会長あいさつ 

 ２ 第３９回杉並区環境清掃審議会会議録（案）の確認 

     ・確認して（案）を取る。 

 ３ 議題 

   報告事項 

  （１）京王線の連続立体交差化・複々線化および関連側道計画等について 

     ・杉並区と世田谷区の境付近を通る京王線の笹塚駅からつつじヶ丘駅

までの約8.0キロメートルについて、連続立体交差化及び複々線化事

業のため、都市計画の変更を行うもの。今後、都市計画の手続ととも

に、環境影響評価法に基づく環境影響評価の手続が行われる予定。 

  （２）平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類の測定結

果について 

     ・大気１リットル当たりのアスベスト繊維0.1本以下。 

     ・大気中のダイオキシンは0.6pg-TEQ／ｍ３を下回った数字、河川では

1.2pg-TEQ／ℓの地点もあり経過を観察していく。 

  （３）一定規模以上の開発等に係る報告（緑化） 

     ・接道部緑化延長の基準については、計画では111.82メートルと、基

準以上の計画。緑地面積についても、594.59平方メートルで、十分満

足している。 

 ４ その他 

         ・「杉並清掃工場立替事業に係る環境影響評価調査計画書に対する提

出意見について」いただいた意見をまとめ 昨年12月14日に東京都に

提出するとともに、区公式ホームページにその内容を掲載。 

     ・「杉並区環境マネジメントシステム（ISO14001）実施状況報告書

（概要版）」についての説明 

 ５ 次回開催 

平成２２年３月２９日（月曜日）開催予定 
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 第４０回環境清掃審議会発言要旨 平成２２年１月２０日（水） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長  皆さん、こんにちは。 

 開会に先立ちまして、私、環境課長から、委員の皆様方の出席状況についてご

報告させていただきます。 

 今現在、出席者数14名でございます。事前に欠席のご報告をいただいてござい

ます方は、５名でございます。過半数の定足数に達しておりますので、この会議

は有効に成立してございます。 

 なお、本日、傍聴希望者でございますが、１名でございます。 

 最後に、報告事項に関する資料の確認をさせていただきます。 

 まず、事前配付させていただきました資料でございますが、１番として「京王

線の連続立体交差化・複々線化および関連側道計画等について」、２番でござい

ますが、「平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類の測定結

果について」、３つ目でございますが、「一定規模以上の開発等に係る報告（緑

化）」についてでございます。ご確認ください。 

 また、本日、報告事項の後、４のその他のところでご説明申し上げますが、先

回、「杉並清掃工場建替事業に係る環境影響調査計画書に関する提出意見につい

て」、皆様方からご意見をいただきましたが、これを踏まえて、都に提出した区

長意見等について、資料を席上配付してございます。併せてもう１件、「杉並区

環境マネジメントシステムの実施状況報告書」につきましても、同じく本日、席

上配付させていただきました。後ほど、この２つにつきましてはご説明申し上げ

ます。こちらのほうも、よろしくご確認ください。 

 それでは、会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

会 長  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

 では、ただいまから第40回の杉並区環境清掃審議会を開催いたします。 

 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

よろしくお願いいたします。 

 まず「第39回環境清掃審議会会議録（案）の確認」ということで、事前に事務

局から送付されていると思うのですが、いかがでございますか。よろしゅうござ

いますか。では、会議録につきまして、「（案）」を取らせていただきます。成

案とさせていただきます。ありがとうございました。 

 次に報告事項に入らせていただきまして、「京王線の連続立体交差化・複々線
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化および関連側道計画等について」、調整担当課長並びに環境課長、よろしくお

願いいたします。 

調整担当課長  それでは、「京王線の連続立体交差化・複々線化および関連側道計画等につい

て」ご報告いたします。 

 最初に、資料の確認をさせていただきます。表紙の次に、「都市高速鉄道第10

号線京王電鉄京王線」云々と書いてありますパンフレット、それからパンフレッ

トの中に、「工事着手までの手続き」と記載された１枚紙が挟み込まれておりま

すけれども、資料のほうはよろしいでしょうか。 

 それでは、ご報告いたします。 

 京王線の連続立体交差化について、当審議会では、本日初めてご報告するもの

でございますが、この計画は、杉並区と世田谷区の境付近を通る京王線の笹塚駅

からつつじヶ丘駅までの約8.0キロメートルについて、連続立体交差化及び複々

線化事業のため、都市計画の変更を行うものです。今後、この都市計画の手続と

ともに、環境影響評価法に基づく環境影響評価の手続が行われる予定でございま

すので、本日、ご報告するものでございます。 

 最初に、この計画について少しご説明いたしますと、京王線代田橋から仙川駅

付近の区間には25カ所の踏切があり、そのすべてがピーク時に１時間当たり40分

以上遮断されている、いわゆる「開かずの踏切」で、この区間の平均では、１時

間に約53分間遮断されているという状況でございます。また、１日当たりの遮断

時間も、平均約10時間20分ということで、区内の私鉄３路線の中で、１日の遮断

時間、ピーク１時間当たりの遮断時間とも最大でございます。 

 連続立体交差事業は、市街地において道路と交差している鉄道を、一定区間連

続して高架化又は地下化することで立体化を行い、多数の踏切の除却や交差道路

との立体交差を一挙に実現する都市計画事業でございます。国は、平成20年５月

に、代田橋駅～八幡山駅付近の区間を新規着工準備箇所として採択しております

が、東京都は隣接する八幡山駅～仙川駅付近の区間も含めて、連続立体交差化及

び複々線化の事業に向けて、一体的に都市計画の手続に取り組むものとし、検討

を進めてまいりましたが、昨年11月11日から20日まで、京王線沿線の８カ所にお

いて、都市計画素案の説明会を開催し、８回で約3,000名の方のご参加をいただ

いております。京王線の連続立体交差化によって、25カ所の踏切が除却され、交

通渋滞など交通問題の解消、市街地の一体化、安全性の向上が図られることにな

ります。 
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 最初に、都市計画素案の概要でございますけれども、東京都が決定すべき都市

計画の素案として、鉄道連続立体交差化及び複々線化の計画につきまして、都市

計画変更の区間が約８キロメートル。杉並区内は約800メートル、踏切のほうは

25カ所のうち、杉並区内は３カ所でございます。 

 また、連続立体交差化施工予定区間は約7.1キロメートルで、構造形式は、在

来線の２線を高架にし、複々線化のための線増線を２線地下とする方式です。環

境影響評価の対象になるのは、この鉄道の計画でございます。 

 次に、（２）のほうは、杉並区が同時に決定すべき都市計画の素案でございま

して、鉄道が高架となる場合には日影など、都市環境の保全に資する目的で、住

居が連続している区間に、高架構造物の北側に沿って関連側道と呼ばれる側道を

設置する必要があります。この関連側道の都市計画決定権者は杉並区でございま

す。関連側道は11路線計画されておりますが、杉並区内ではそのうちの２路線の

約610メートルを計画しています。 

 資料のパンフレットをご覧いただきたいと思いますけれども、このパンフレッ

トは都市計画素案の説明会で配布されたものでございます。 

 お開きいただきますと、左側に平面図、縦断図がございます。ただいまご説明

いたしましたように、笹塚駅からつつじヶ丘駅間で都市計画変更区間約8.0キロ

メートル、連続立体交差化予定区間約7.1キロメートル、それから複々線化予定

区間が約8.3キロメートルでございます。 

 下段の縦覧図をご覧いただきますと、在来線、今の京王線でございますが、地

表面に黒で示されております。笹塚駅と八幡山駅は、既に高架化されています。

この在来線を、赤で示されているように高架式にいたします。また、複々線化の

ための線増線は地下方式で、下側に緑で示されております。それから、上段側の

平面図のほうに青で示されているものが、関連側道と呼ばれる鉄道の付属街路で

ございます。杉並区内は、下高井戸駅～桜上水駅間と、八幡山駅～芦花公園駅間

に計画されています。 

 右側のほうを開いていただきますと、標準横断図がございますが、これまでご

説明いたしましたように基本的な構造は、図のように在来線を高架化の２線、そ

れから地下に線増線２線でございます。 

 次に、「工事着手までの手続き」というパンフレットに挟み込まれたものをご

覧いただきたいと存じますけれども、左側に「都市計画の流れ」、それから右側

に「環境影響評価の流れ」が記載されております。今後のスケジュールと環境影
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響評価の流れにつきましては、表紙のほうにも記載しておりますが、現在、都市

計画素案の説明会、左側の赤いところでございますけれども、これがちょうど終

わった段階でございます。今後、環境影響評価の流れといたしまして、東京都の

ほうは環境影響評価方法書について、縦覧、意見書提出手続を最初に予定してい

ます。その後、平成23年に予定されておりますけれども、都市計画案の説明会、

環境影響評価準備書の説明会を、これは同時に行いますけれども、予定しており

ます。このときも、縦覧、意見書の提出手続が行われます。その後、記載のとお

り、環境影響評価書を作成し、平成24年度には都市計画決定を予定しているとい

うことでございます。今後、この流れにありますように、環境影響評価の手続が

予定されておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 報告は以上でございます。 

会 長  もう環境課長はよろしいのですか。 

環 境 課 長  今、環境影響評価の説明も担当課長のほうから申し上げましたので、結構でご

ざいます。 

会 長  そうですか。わかりました。 

 では、ご説明がございましたけれども、ご質問、ご意見がございましたらよろ

しくお願いします。Ｑ委員、お願いします。 

Ｑ 委 員  杉並の端っこのほうを、わずかかすめて通るということでございますけれど

も、この１枚目の白いものの中「１計画の概要」（1）の表の２番目ぐらいのと

ころに、「都市計画変更区間」という文字がありますけれども、「変更区間」と

いうことは、何かを今回変更しますよということだと思うのですが、そんなに大

事なことではないかもしれませんが、前はどうだったのでしょうか。 

調整担当課長  現在の都市計画は、高架４線で計画されておりまして、昭和44年に都市計画決

定されております。今回は、それを高架４線ではなく、高架２線、地下２線に変

更するという形でございます。 

会 長  では、ほかの方で何かございましたら、お願いします。Ｎ委員、どうぞ。 

Ｎ 委 員  非常に素人の質問だと思うのですが、この図の中に出ております「鉄道付属街

路」というのはどういうものなのか、ご説明願えましたらありがたいです。 

調整担当課長  鉄道付属街路は、主に日影とかの影響があるということで、鉄道が高架になっ

た場合、鉄道の北側に日影ができるということもございますので、日影等の都市

環境の保全に資するという目的でつけるということで、日影とか音とかもござい

ますけれども、原則、幅員は６メートルというところで、北側に沿って住居が連
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続しているところにつけるという形になります。 

会 長  よろしいですか。では、ほかにございましたら。Ｇ委員、どうぞ。 

Ｇ 委 員  直接関係ないかもしれませんが、今回の場合は旧計画よりも、かなり環境面で

は是正されるという方向と思うのですが、一方で、通過交通というか、車両数と

かが旧来よりも増える方向もあるとも思うのです。私の自宅の近くでも、これで

随分問題になったことがあります。今、全体的にはこの計画に対しては、住民の

方々はどういう感触で見ておられるのでしょうか。特に、問題点の指摘とか。こ

れ自体は粛々と、こういう段階まで来ていればいくのだと思うのですが、何か参

考になるような今の動向があれば、それをどうこうということではないのですけ

れども、お聞かせいただければありがたいです。 

調整担当課長  この計画の一番大きな目的の一つとして、踏切がなくなるということがござい

ますので、踏切がなくなることにより交通の流れが変わるとか、そういうことが

想定されます。それから、線路の北側に、先ほどご質問がございましたけれど

も、関連側道という道路をつくるということもございます。 

 そういう中で、下高井戸とか桜上水、芦花公園とか杉並区内の駅の近くについ

ては、まちづくり協議会を設置していただいておりまして、区民の皆さんにいろ

いろな話をしていただいて、まちづくりについて考えていただいているというと

ころが現状でございます。 

 併せて、素案説明会で、11月に８回行われましたが、その中でもいろいろなご

意見がございますけれども、その辺も含めて、今後、環境影響評価とか、その辺

をきちんとやっていくという説明を東京都のほうはしております。 

Ｇ 委 員  杉並の区間の中で、特にこういう点は留意してほしいとか、特に慎重に評価し

てほしいとかという項目というのは、あったのでしょうか。 

調整担当課長  特に説明会の中では、杉並が全部の距離の10分の１であるということもござい

まして、あまりそういうご意見はございませんでしたけれども、やはり鉄道が高

架になるとか地下になるとかがありますので、その影響についてどうかというこ

とは、ご質問の中で多少ございました。 

会 長  ほかの方で、何かございましたら。Ｕ委員、よろしくお願いします。 

Ｕ 委 員  大した質問ではないですけれども、この関連の側道は、区のほうで決定権者と

いうことですが、この側道の緑化対策として植樹とか、そういうものを考えてい

るのかどうかですが。 

調整担当課長  幅員が基本的に６メートルということもありますので、道路自体の緑化という
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のは、なかなか難しいところもあるかとは考えておりますけれども、この中で、

まちづくりという視点の中で、身近なみどりのベルトづくりとか、そういう考え

方を都市計画マスタープランに沿って区民の方に、区としてこういう考えを持っ

ているということは、説明会のときに併せてお示しさせていただいております。

会 長  ほかにございますか。よろしゅうございますか。 

 この件について、次回ご審議願うということになったら、今後のスケジュール

というのは、いつごろ、どういった内容でやることになるのですか。 

環 境 課 長  先ほど担当課長からもご説明いたしましたとおり、この事業につきましては、

環境影響評価という形での手続に入ってございますが、そういった中で、先ほど

説明させていただきましたけれども、環境影響評価の準備書ですとか、そういっ

たさまざまな手続の中で、前回、清掃工場の建設でも皆さんからご意見をいただ

いたような、そういったまさに区長意見を提出するに当たっての手続で、皆さん

からのご意見をいただくという形になろうかと存じております。 

会 長  大体、いつごろということですか。 

調整担当課長  最初に、方法書が示されてきますということがありますので、それが近々とい

うことで、時期は未定でございますけれども、想定されるということで、その次

に、23年に準備書の説明会がございますので、そのときも縦覧と意見書の提出手

続がございますので、そういう流れの中でというふうになると考えております。

会 長  わかりました。この件につきましてはよろしゅうございますか。 

 では、本日の内容については、これで終了させていただきます。 

 次に移ります。「平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類

の測定結果について」、環境課長、よろしくお願いします。 

環 境 課 長  それでは、「平成21年度一般大気中のアスベスト濃度及びダイオキシン類の測

定結果について」、ご説明申し上げます。資料をご覧ください。 

 まず、一般大気中におけるアスベスト濃度の調査結果について、ご説明申し上

げます。 

 この調査につきましては、毎年１回10月に、表にございます区内３地点におい

て行っているものでございます。結果につきましては、３地点とも大気１リット

ル当たりのアスベスト繊維0.1本以下という形になってございます。 

 なお、調査方法については、環境省のマニュアルに基づく視野数―視野数

というのはなかなか聞きなれない言葉でございますが、顕微鏡で観察する回数の

ことでございますけれども、その視野数のマニュアルの３倍を調査の対象とし、
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より精度の高い方法で行ってございます。この大気中のアスベストについては、

後ほど説明いたしますダイオキシンの環境基準はございませんけれども、東京都

福祉保健局の見解での一般大気中には、0.2本から0.6本程度のアスベスト繊維が

ありますけれども、この程度では健康被害を及ぼすことはないと言われている数

値でございます。 

 なお、下の表には、都内３地点における同じくアスベストの本数の数値を、参

考までに載せてございます。ご覧いただければと存じます。 

 次に、ダイオキシン類の調査結果についてご説明申し上げます。 

 資料の裏面をご覧ください。 

 まず、大気における調査結果についてですが、調査につきましては２回行って

ございます。各地点での数値は、表に記載のとおり、いずれの環境基準、こちら

は環境基準がございますが、0.6pg-TEQ／ｍ３を下回った数字となってございま

す。また、下線につきましては、イのところ、表２のとおりでございますが、こ

の表の中で調査地点の佃橋、これは神田川の玉川上水の放流口のところでござい

ますが、ここが1.2pg-TEQ／ℓということで、環境基準の１を超えてございます。

この原因としては、玉川上水は両岸及び川底が土壌で覆われているため、その関

係から大気中のダイオキシンが水に移行しやすいためと考えられてございます。

毎年夏の調査では、他地点に比べてやや高い数字を示してございます。 

 いずれにしましても、この河川の調査につきましては、ほかの３地点と併せ、

この２月に再度の調査を行ってまいりますので、経過を観察してまいりたいと存

じます。 

 最後に、アスベスト及びダイオキシン類、両調査の地点を地図で示した資料を

おつけいたしました。カラーになってございますが、こちらの方も参考にしてい

ただければと存じます。 

 私からの説明は以上です。 

会 長  では、ただいまのご報告に、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたしま

す。Ｍ委員、どうぞ。 

Ｍ 委 員  質問です。ダイオキシンの大気のほうの測定で、裏面のアの大気の表に、20年

度の年平均値というのを記されていまして、区の平均は0.035 pg-TEQ／ｍ３であ

って、都が0.041 pg-TEQ／ｍ３ということですが、過去の、例えば井草森公園と

いうポイントで８月に同じようにはかられてきていると思うのですが、そういう

ポイントで見ると、８月での平均的な値と比べると、21年度はどうだったのかと
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いうのはわかりますでしょうか。これは、区内の多分、年平均を出されているの

で、ちょっとわかりにくいところですが。 

環 境 課 長  井草森公園のところだけの20年度の平均値は、今、手元にございませんので、

また後ほど、わかりましたらお知らせ申し上げます。 

Ｍ 委 員  井草森だけというお話ではないですけれども、要するに、ある時期、多分、季

節ですとか気候は関係があるので傾向が出ると思うのですが、基本的にダイオキ

シン濃度というのが変わってきているのかどうかについて知りたいのですね。下

がってきているのか。 

 以前の環境白書、20年度でいいますと、区内の大気中のダイオキシン類という

のは、経年でだんだんと下がってきているという結果がグラフにありますから、

そういったところを、もしこういうデータをいただくときに、過去と比較してど

うかというのを見せていただければというような趣旨です。 

環 境 課 長  Ｍ委員ご指摘のとおり、ダイオキシン濃度につきましては、ここ二、三年、逓

減ぎみでございます。その辺も含めまして、過去の年度の資料が少しございまし

たら、またお示ししたいと思います。 

会 長  ほかにございますでしょうか。Ｑ委員、お願いします。 

Ｑ 委 員  ダイオキシンの河川の佃橋のことですけれども、今後、こういう結果が出たの

で見守っていきますよというお話でしたけれども、見守っていくということを、

もう少し突っ込んでお話ししていただけたらと思うのですが。 

環 境 課 長  先ほど申し上げたとおり、佃橋、玉川上水放流口につきましては、夏に関して

はここ数年、若干、他の地域よりも高い数字で推移しているというのがございま

す。例年、冬に調査いたしますと、その数値が落ちているということもございま

すが、今年度につきましても、先ほど申し上げたとおり、２月に再度の調査をし

ていくということでございますし、また、そこでの数値を踏まえて年平均という

形で、この河川のダイオキシン類の調査結果についてはきちっと結果を出しまし

て、対応の必要がある場合には、河川を管理する東京都等との連携をとっていき

たいということでございます。 

会 長  ほかにございますでしょうか。 

 Ｕ委員、どうぞ。 

Ｕ 委 員  ダイオキシンのお話ですけれども、これはちょっと確認です。 

 18年度のデータを今見ますと、同じ佃橋、８月23日が0.96 pg-TEQ／ℓで、平均

で0.49 pg-TEQ／ℓということで、３年たってこっちのほうが上がっているという
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ことは、どうもこの辺は環境清掃ではないけれども、土壌のこの佃橋の川底をき

れいにするというふうな対策とか、そういうものをやったらよくなるのではない

かなというような感じがしますけれども、いかがでしょうか。 

環 境 課 長  今、Ｕ委員からもご説明がございましたが、過去にも、今、夏に計った佃橋の

数値としては、今、0.9 pg-TEQ／ℓというお話もございました。総じて、先ほど

から申し上げているとおり、夏の数字については多少高いというのはございます

が、最終的にはこのダイオキシン類の調査というのは、年の平均値という形で結

果としてこれを把握し、検証していくという形になりますので、今年度につきま

しても、先ほどから申し上げたとおり、もう一度２月に調査いたしますので、そ

の結果も踏まえて考えていきたいと思っております。 

会 長  ほかにございますでしょうか。 

 「年の平均値」と、今もおっしゃられたけれども、どうやって平均値というの

は出すものなのですか。 

環 境 課 長  １度目の数値と２度目の数値、具体的にその平均値を出すということでござい

ます。 

会 長  時期的には、これが夏ですよね。それから、季節的なものですか、もう１回。

環 境 課 長  １回目は、８月21日、夏に行ってございます。２回目につきましては、２月に

行う予定でございます。 

会 長  ほかにございますか。 どうもありがとうございました。では、２点目につき

ましても、意見聴取したということです。 

 では、３番目の「一定規模以上の開発等に係る報告（緑化）」、みどり公園課

長、お願いいたします。 

みどり公園課長  みどり公園課長です。どうぞよろしくお願いします。 

 私からは、「一定規模以上の開発等に係る報告（緑化）」を報告いたします。

 （仮称）高井戸駅前プロジェクトでございます。 

 所在地は、高井戸東３丁目の８番です。 

 資料表紙に記載したとおり、接道部緑化延長の基準については、111.63メート

ルに対して、計画では111.82メートルと、基準以上の計画になっています。 

 緑地面積につきましても、基準が191.13平方メートルに対して594.59平方メー

トルということで、十分満足してございます。 

 既存緑地及び既存樹木につきましては、高木を11本残すような計画でございま

す。 
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 新植樹木本数については、左側に高木、中木、低木の基準がございますが、右

側にそれぞれ計画本数が書かれておりますので、十分、基準以上の計画になって

ございます。 

 ページをおめくりいただいて、裏面に今回の植栽のコンセプトが書かれてござ

います。「シンプルで上品」なイメージに合わせ、上品な雰囲気を醸し出すよう

なエントランスや中庭ということで、彩りのある地被類を植栽し、植栽の配置、

また南東の既存高木を生かした植栽計画にします、というようなことが書かれて

ございます。 

 案内図を、下に載せてございますが、建設地は高井戸駅直近の北側すぐの区立

高井戸地域区民センターの道路を挟んで北側の環状八号線に面したところでござ

います。 

 ３ページ目に現況図をつけてございます。申しわけございませんが、北側が左

となってございます。敷地面積は、3,862.79平方メートルでございます。 

 ４ページ目が、緑化の平面図となってございます。全体に、緑や環境に配慮し

た計画として、共同住宅の建設に伴い、緑が増える計画となってございます。 

 私からは以上でございます。 

会 長  では、何かご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。Ｇ委員。 

Ｇ 委 員  この植樹木の本数というのを見ると、従来いろいろな計画で見ているのに比べ

て、基準に比べて計画がかなり多く出てきていると思います。別に、これだけ見

ればよい話ですけれども、これはコンセプト上、こういうことに価値を置くとい

う計画なのでしょうか。 

都市計画課長  この配置上でございますが、最後の平面図を見ていただければわかると思うの

ですが、これは図面の上側が東側になります。東側に隣接しまして戸建て住宅が

並んでいることと、隣接してマンションが建ってございます。したがって、その

近隣への影響を避けるために、図面上の上側の部分、ちょっとしたポケットパー

ク的なものをつくったり、駐輪場の空間、緑化政策をやっているということ。そ

れから、図面の下側ですが、こちらは環状八号線でございます。マンションです

ので、やはり騒音の問題とか自分たちの環境の問題で、環八側のほうにそれぞれ

緑道と駐車場を設置し、また、緑を植えるなど、自分たちの住環境をよくするた

めに、配置計画がこのような形になった結果、緑を増やすエリアが増えたという

ことでございます。 

Ｇ 委 員  こういう計画が出てくるということに対して、区では何らかのプラス面の評価
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というのはあったのですか。逆に、指導上、こうすべきだということでいえば、

基準プラスアルファだと思うのですけれども、これは事業者側が、こういう計画

をつくってきたという。そうすると、今後もいろいろな開発があると思うのです

が、こういうものがある程度、例えば環八沿線でのモデル的な話として紹介でき

るとか、そういうような評価できるプランなのですか。 

環 境 課 長  これは、都市計画的に用途地域の高さが非常に緩い地域でございますので、建

物を高くとって周りをあけるか、容積率からいいますと、高さを下げて周りの空

地を狭くするか、選択わざがございます。こちらにつきましては、地上13階建て

ということですので、若干建物を高くして、周りの空地をあけたということです

ので、これで特例を、ここにどこかプラスアルファの評価ということは、特にし

ているということではございません。 

Ｇ 委 員  どうもありがとうございました。 

会 長  ほかにございますでしょうか。 

 質問ですけれども、以前にもお聞きしたことがありますが、こういう一定規模

以上の開発と、今回の場合も大きなプロジェクトになるわけですが、緑化以外で

環境的な認証というか、そういったものを取得しているのか、していないのか。

 それから、こういうフェイスシートというか、最初のページのところに、やは

り緑化だけではなくて、そういった意味で第三者からの認証というのをとってあ

ったほうが、ただオーナーから出てくるよりは、我々は理解しやすいです。そう

いう認証をもらってある、なしとか、そういう枠組みをつくって、それを記載し

ていたほうが、環境清掃審議会らしくなってくると思うのです。 

ますます世の中、そういった面が強調されますので、一応、質問と意見を申し

述べさせていただきます。 

都市計画課長  緑の視点から、樹木数とか緑化面積のことでは直接にはつながらないのです

が、杉並区では住環境整備要綱というのを定めておりまして、例えば壁面の後退

とかバリアフリーだとか、緑化のベルトの形状、そういうところは基準がござい

ます。今回、この建物も、住環境整備要綱に該当いたしますので、チェックリス

トに基づいて、その要綱の基準の内容に沿うように、この開発事業者につきまし

ても指導した経過がございます。そういうフィルターはかかっているということ

でございます。 

会 長  日本建築学会のＣＡＳＢＥＥとか、そういうようなイメージを置いて、それか

ら緑化のほうだとＳＥＧＥＳというのがあるのですけれども、そういう認証なの
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ですね、行政指導も大事だと思いますけれども。 

いろいろなかなりきめ細かな環境的なチェックを行った上で、オーナーが認証

の取得ということになりますが、そういった側面というのは―いや、杉並区

内で時々見るのですよ。大手のマンションなどだと、ちゃんと取得してあるとい

うのが標識に出ていますので、普通のことをお尋ねしているのです。 

みどり公園課長  会長のご指摘については、緑化計画を含めて報告の前に事業者と調整しますの

で、確認して、取得しているようであれば、報告できる場合は報告してまいりた

いと思います。 

会 長  ほかにございますか。よろしゅうございますか。 

 では、先ほどの私が申し上げた件、また検討していただければと思います。 

 ４番目の「その他」ということで、事務局からお願いいたします。 

環 境 課 長  では、まず「その他」の１番目でございますが、本日席上に配付してございま

す「杉並清掃工場立替事業に係る環境影響評価調査計画書に対する提出意見につ

いて」、簡単にご説明を申し上げます。資料をご覧ください。 

 調査計画書に対する区長意見につきましては、昨年12月の当審議会において、

皆様方からご意見をいただきました。そのご意見を踏まえ、別紙のとおり取りま

とめをさせていただき、昨年12月14日に東京都に提出するとともに、区公式ホー

ムページにその内容を掲載してございます。 

 なお、計画書に対する意見については、このほかにも別紙１枚ペラをつけてご

ざいますが、同じく環境影響の想定される世田谷区からの世田谷区長の意見とし

て提出されたほか、また個人からも都民意見として２件、提出されてございま

す。それぞれの意見の内容が、対象となる計画書のどの項目に当たるかの一覧

を、１枚ペラの裏面にまとめてございますので、ご参考にしていただければと存

じます。 

 工場建替工事に伴う環境影響評価につきましては、これは12月にもご説明申し

上げましたが、本年６月には計画書に基づく調査を行った結果を記載した評価書

（案）に対する区長意見、これをまた作成いたしますが、その際、改めて環境清

掃審議会に、今度は諮問・答申という形でご意見を賜ることになります。引き続

き、よろしくお願い申し上げます。 

 大変簡単ですが、私のほうからは以上でございます。 

会 長  何かご質問などございますか。よろしゅうございますか。 

 では、次をお願いいたします。 
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環境都市推進課長  私からは、お手元の資料の「杉並区環境マネジメントシステム（ISO14001）実

施状況報告書（概要版）」についてご説明させていただきます。 

 区では、平成13年から環境マネジメントシステムの認証を取りまして、環境負

荷の低減に取り組んでいるところでございます。 

 皆様、この左の上から見ていっていただきたいのですが、計画を立てまして、

それに向かって実施、運用を行い、そして内部監査等を行いまして、点検・是正

措置を加え、さらにそれを本部会や区長による見直しを行って、取り組みを進め

ているところでございます。こういうＰＤＣＡサイクルを回すことにより、毎年

毎年積み重ねて、省エネ、省資源、環境に負荷をかけないということを取り組ん

でいるところでございます。 

 めくっていただきますと、見開きになっております。中にアンケート用紙が入

ってございますが、お気づきの点等がございましたら、お寄せいただければと思

います。 

 状況でございますが、環境目的や環境目標の全体の達成状況につきましては、

86.7％という状況でございました。どの辺ができなかったかと申しますと、電

気、用紙類、廃棄物、それからみどりのボランティアの方が、登録目標に達しな

かったなどがございます。削減の結果、どういう結果が出ているかということに

つきましては、二酸化炭素の量と、それから経費で示してございます。全体の取

り組み状況につきましては、右のほうのページをご覧いただければと存じます。

 今後の課題としまして、裏面、システム改善について、主な課題としまして、

22年４月から施行される省エネ法、東京都の環境確保条例に対する対応や、より

エコオフィス化を進めていかなくてはいけないということがございます。これに

つきましても、ホームページでアップしてございますし、より詳しい冊子等ござ

いますので、ご入り用の際はお申しつけください。 

 それから、こちらのアンケート用紙をまた書いていただきますと、表に「環境

コミュニケーション」というところが書いてございますが、去年５件、ご意見を

寄せていただいたのですが、「区の活動についてよくわかった」、「よく努力し

ている」という好意的なご意見をいただいているところです。 

 私からは以上でございます。 

会 長  では、ご質問などございましたら、どうぞお願いします。Ｕ委員。 

Ｕ 委 員  私の会社でもＩＳＯ14000というのは徹底的にやっております。ここの21年度

版の中身を見ますと、特に環境コミュニケーションで、区の職員の提案がゼロと
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いうことですが、どういう訓練をされているのか、サイクル的にどういう形で職

員に意識させているのかということは、ちょっと疑問だと思うのです。 

次のページの電気使用量、あるいは紙。紙はどこの企業でも非常に使われてい

ますが、私の会社では、極力、部ごと、担当課ごとに目標を決めて、枚数を年

間、人数で割って、それ以上の場合は理由をつける。あるいはカード、あるいは

ファクスを使う場合は、それ以上使った場合、要はコピーとかファクス等は行か

せないような形を徹底的にやっていますが、区の職員の提案がゼロということ自

体が、どうも納得いかない。それが１点です。 

 ２点目は、この環境目標全体の達成状況の中の目標不達成で、環境負荷軽減項

目は６あるということですが、右側のほうを数えますと５つしかないのですけれ

ども、これはどこか、私のカウント間違いかどうか。この６つのもう一つはどこ

にあるのか。 

下の環境保全項目については、これは２個ということでわかります。 

そういったことで、やはり我々の大切な税金等を使われている区としては、環

境の、特に職員の訓練、特に一般職員、新任ですね。一番実務的に仕事をやりま

すから、そういうコスト意識を徹底的に教育して、何も一つの会場へ集まって、

代表者だけが出てくるのではなくて、その部の中の、また課がありますよね、課

の中の係がありますが、その席の中で座ったままでやる、意識を植えつけるとい

うことをすれば、さらによくなるのではないか。 

うちの会社では、電気使用量が多いことについては、「そんなに残業をやって

いるのか。」とか、徹底的にやります。５時半になれば私は「帰れ」と、退社さ

せます。また、メールなどについても理由をつけて、それ以上のものは使わせな

いということで、会議を開きまして、オーバーした理由を担当課長に表明させる

ということを徹底的にさせる。そういうことをやっておりますので、区としても

その辺をひとつ参考にして、さっき言った質問、環境教育訓練、特に一般、新

任、どういう中身のものをされているのか、教えていただければと。 

以上でございます。 

環境都市推進課長  まず、新任に関する研修でございますが、年に１度、外部講師、杉並カウンセ

ラー協議会にお願いいたしまして、お話しいただいて研修を行っているところで

ございます。それから、内部監査員や推進者―係長級でございますが、副推

進者、そちらの任に当たる者に対する研修を行ってございます。こちらも、年１

回でございます。それで、全課にまたがって行う形にしてはしてございます。 
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 ここに、ＩＳＯ14001にかかわる提案はないのですけれども、環境改善に関す

る職員提案は多々ございます。ただ、ＩＳＯ本体に対する意見というものが出て

いなかったので、ここではカウントしてございません。 

 それから、用紙類のお尋ねでございますが、用紙類は区役所も、部ごとの管理

にしております。それで削減を図っているところでございますが、昨年度に関し

ましては、区民サービスに係る部分で非常に紙を要する事業が多かったというこ

とがございます。例えば、ごみの収集方法が変わりましたので、ごみカレンダ

ー、廃棄物の関係、それから子育て支援の関係が大きく動きましたので、その関

係の用紙類、主に区民サービスにかかわるところで増えてございますので、これ

はなかなか、引き続き目標としては掲げてまいりますが、難しいところでござい

ます。 

 あと１点、不達成の項目が１つないということでございましたが、もう一つは

フロンの廃棄に関することでございました。 

Ｕ 委 員  この右のページのは、５つですよね。△と●を入れて５つです。でも、左側の

上のほうでは６項目が不達成となっていますが。だから、その数字が合わないと

思いましたが、フロンも入るのですか。これは、保全でしょう。保全は２個だか

ら２個でいいじゃないですか。ここで言っているのが環境負荷軽減だから、ここ

の５個でしょう。これは、６個とあるけれども、１個違って５個しかないから、

もうほとんど達成しているということになっているのですが、そこを言っている

のです。 

環境都市推進課長  はい。 

Ｕ 委 員  わかったでしょうか。見た限りは、ほかは全部達成していますよ。 

環境都市推進課長  こちらの欄に、ないものでございますが、化学物質の適正管理に関するところ

でございます。 

事 務 局  これは、主なものなのです。 

Ｕ 委 員  ああ、主なもの。 

事 務 局  はい、それは抜けているのですけれども。 

Ｕ 委 員  では、不達成のものは入れておかなくてはいけないね。 

事 務 局  「化学物質等の適正管理」の項目が入っていないのが、理由だと思います。 

Ｕ 委 員  では、はっきり皆さんにそう明快にお答えしていただかないと、私はそれで質

問しましたので。 

環境都市推進課長  はい。恐縮です。 
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 特定フロンの廃棄に関するところでございまして、冷水機等、フロンを用いて

いるものの廃棄にかかわるところで、不達成があったということでございます。

Ｕ 委 員  そういうことですか。わかりました。 

会 長  では、ほかにいかがでございますか。どうぞ。 

Ｐ 委 員  質問させていただきます。この環境負荷軽減項目のうちで、ごみの減量化につ

いてですが、20年度の環境目標が、マイバッグコンテスト１回、製作教室２回開

催ということになっております。環境目標として、ごみの減量化というのでこれ

が適切かどうかというのは、ちょっと私、疑問に思っているのですけれども、ご

みの減量化というのであれば、例えば区民１人当たりのごみの排出量とか、そう

いうもののほうがよろしいのではないかなと。ほかのものでもよいわけですが、

マイバッグコンテストの回数とか製作教室の回数というのは、必ずしもごみの減

量化と、つながるものではありますけれども、適切なのかどうかなのかというの

を、ちょっとお答え願いたいと思うのですが。 

環境都市推進課長  行政が取り組むこととして、事業として数えられるのが、こういったことにな

ってございます。結果として区民の方々のごみの削減、ごみの減量化につながれ

ばということでございます。それで、ごみの減量化ということで役所が取り組む

こととして挙げてございます。 

Ｐ 委 員  役所として取り組んでいらっしゃることは、いろいろあるかと思うのですが、

私としては、何かこれが適切かなというような、ちょっと疑問はありますけれど

も、直接に催しているイベントというのですか、そういうもので指標としている

というのはわかりました。 

会 長  Ｍ委員、どうぞ。 

Ｍ 委 員  目標と達成状況ということで、削減率、それぞれの項目があるのですけれど

も、ベースになる庁内にいらっしゃる人の数については書いてありますか。 

環境都市推進課長  ここに記載はございませんが、本庁舎で1,100人程度です。 

Ｍ 委 員  その変化は。 

環境都市推進課長  年々、本庁舎の人数は増えてございます。それから、本庁舎に勤める非常勤職

員の数も増えてございます。今、合計で、約1,400人というところでございま

す。 

会 長  ほかにございますか。 

 Ｑ委員、どうぞ。 

Ｑ 委 員  １つ目標を達成すれば、また来年、新たな目標を立てて削減しなくてはいけな
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いという、これは毎年毎年、永久に続くもので、大変ご苦労さまだと思うのです

が、こうやって削減している中で、この全部の中で、「これはこういうふうにや

ったらうまくいきました」というようなお手柄のことがございましたら、１つぐ

らい、具体的に披露していただけますか。 

環境都市推進課長  実は、電気の使用量が、９％という削減目標を掲げ、8.4％の削減に終わって

おりますが、これは昼休み一斉消灯、５時半、６時半、８時半、10時、12時と、

小まめに一斉消灯を行うこと、それから職員が進んで電気を消すということに取

り組んでいる結果、8.4％削減という数字が出ております。土曜、日曜の開庁

が、20年度の９月から始まってございますが、土日も電気がついている状況の中

で8.4％の削減ができたというのは、職員の努力に負うところが多いと考えてご

ざいます。 

会 長  Ｎ委員、どうぞ。 

Ｎ 委 員  では、併せて伺いたいのですけれども、水道の使用量が31.5％削減したという

のはすばらしいことだと思うのですが、どういうふうな手段でこのような結果が

出たのか教えてください。 

環境都市推進課長  これは、ゆうゆう館における入浴事業の廃止に伴うものでございますので、努

力の成果というよりは、事業の縮小、見直しの結果ということでございます。 

会 長  ほかにございますか。 

 ご説明を受けていたら切りがないぐらいに数多くの項目があって、変化なども

あるので、またついでの際に、より説明していただければと思います。よろしゅ

うございますか。ありがとうございました。 

 では、事務局、それだけで、あとは日程のほうですか。 

環 境 課 長  では、日程のほうを。 

会 長  わかりました。では、次回でございますけれども、３月25日木曜日の午後、又

は29日月曜日の午後の２日が用意されていますが、いつものように、恐縮でござ

いますけれども、ご都合の悪い日に手を挙げていただければと思います。 

 ３月25日の午後、ご都合の悪い方。 

（該当者挙手） 

 １名。 

 29日月曜日の午後、ご都合の悪い方。 

（該当者挙手） 

 はい。では、１名ずつですけれども、どうしましょうか？ 
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Ｇ 委 員  25日はできれば避けたいですが、お２人のご予定で決めていただければ結構で

す。 

会 長  そうですか。はい。 

 Ｖ委員もご都合が悪いから、恐縮ですけれども、Ｇ委員にも意見をいただきま

したので、29日にさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 Ｖ委員、どうも恐縮でございます。 

環 境 課 長  どうもありがとうございました。 

 それでは、３月29日月曜日、午後２時で、場所は、改めてまたご連絡申し上げ

ます。ありがとうございました。 

会 長  今日は、議題が数的にも少なかったこともありまして、すんなり終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

 では、また次回もよろしくお願いしたいと思います。 

 これをもちまして、第40回杉並区環境清掃審議会を閉会させていただきます。

 ありがとうございました。 

 


